
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六
五

○
河
川
区
域
の
指
定
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六
五

公
　
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六
五

○
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知
（
八
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六
六

○
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
の
承
認
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
三

○
建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し
（
十
四
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
三

○
公
共
測
量
の
終
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
六

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
六

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
七

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
七
月
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

茅
野
北
杜
韮

韮
崎
市
藤
井
町
大
字
駒
井
字
天
神
前

一
〇
〇
・
二
平
成
二
十
二

崎
線

官
有
無
番
地
先
か
ら

年
六
月
十
七

韮
崎
市
藤
井
町
大
字
駒
井
字
天
神
前

日

六
六
〇
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
二
百
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
七
月
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

茅
野
北
杜
韮

北
杜
市
長
坂
町
長
坂
上
条
字
長
大
地

六
〇
・
〇
平
成
二
十
二

崎
線

二
五
七
六
番
の
三
地
先
か
ら

年
六
月
二
十

北
杜
市
長
坂
町
長
坂
上
条
字
長
大
地

一
日

二
五
八
二
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
二
百
十
九
号

一
級
河
川
波
木
井
川
に
係
る
河
川
区
域
の
指
定
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
告
示
第
六
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

第
一
号
図
か
ら
第
四
号
図
ま
で
に
係
る
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

（「
次
の
よ
う
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
面
を
山
梨
県
県
土
整
備
部
治
水
課
及
び
峡
南
建
設
事

務
所
身
延
管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
六
五

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
二
年

六
月
十
七
日

第
二
千
五
十
号

木　曜　日



平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
六
月
七
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
Ｈ
ａ
ｐ
ｐ
ｙ
　
Ｓ
ｐ
ａ
ｃ
ｅ
　
ゆ
う
ゆ
う
ゆ
う

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
星
合
美
紀

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
千
四
百
一
番
地
七

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
子
育
て
中
の
親
・
将
来
、
親
と
な
る
も
の
に
対
し
て
、
子
育
て
支
援
・
家
庭
教

育
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
で
共
に
育
ち
合
う
子
育
て
環
境
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
二
年
六
月
九
日
か
ら
同
年
八
月
八
日
ま
で

'

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
北
杜
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
（一）

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

北
杜
市
明
野
町
小
笠
原
字
大
内
窪
三
三
九
四
の
三
八
八
、
三
大
内
窪
外
壱
字
恩
賜
県
有
財
産
保

三
九
四
の
三
八
九
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
護
組
合

分
に
限
る
。）

（二）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

（三）

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

a

主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

s

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

d

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
、
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
北
杜
市
役

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

（四）

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
山
梨
県
告
示
第
百
四
十
五
号

二
（一）

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

北
杜
市
須
玉
町
江
草
字
源
蔵
一
六
七
三
二
、
字
途
中
沢
一
七
小
沢
　
和
一
郎

一
二
一
の
一

北
杜
市
須
玉
町
江
草
字
源
蔵
一
六
七
三
三

小
澤
　
健
一

北
杜
市
須
玉
町
江
草
字
源
蔵
一
六
七
三
四

小
沢
　
嘉
幸

北
杜
市
須
玉
町
江
草
字
源
蔵
一
六
七
三
四
の
二

小
沢
　
校
次
郎

北
杜
市
須
玉
町
江
草
字
源
蔵
一
六
七
三
六
、
一
六
七
三
七
、
小
澤
　
邦
芳

字
途
中
沢
一
七
一
一
〇

北
杜
市
須
玉
町
江
草
字
源
蔵
一
六
七
四
〇
の
二
、
一
六
七
四
小
澤
　
隆
倫

二
の
二
、
一
六
七
四
三
の
二

北
杜
市
須
玉
町
江
草
字
源
蔵
一
六
八
八
一
、
一
六
八
八
九

小
澤
　
泰
作

北
杜
市
須
玉
町
江
草
字
源
蔵
一
六
八
八
四

小
澤
　
奥
吉

北
杜
市
須
玉
町
江
草
字
源
蔵
一
六
八
八
五

小
澤
　
勘
三
郎

北
杜
市
須
玉
町
江
草
字
源
蔵
一
六
八
八
六
、
字
途
中
沢
一
七
小
沢
　
九
八
郎

一
一
二

北
杜
市
須
玉
町
江
草
字
源
蔵
一
六
八
九
一
、
字
途
中
沢
一
七
小
沢
　
寅
吉

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

三
六
六



一
〇
九

北
杜
市
須
玉
町
江
草
字
源
蔵
一
六
八
九
二

小
沢
　
龍
二
郎

北
杜
市
須
玉
町
江
草
字
源
蔵
一
六
九
〇
六

三
井
　
浦
吉

北
杜
市
須
玉
町
江
草
字
源
蔵
一
六
九
〇
七

小
澤
　
保
作

北
杜
市
須
玉
町
江
草
字
途
中
沢
一
七
一
一
八
、
一
七
一
一
九
小
澤
　
浩
典

、
一
七
一
二
〇

北
杜
市
須
玉
町
江
草
字
庄
助
一
八
三
八
七
の
一

小
澤
　
冨
野

北
杜
市
須
玉
町
小
尾
字
柳
沢
四
二
二
二

白
倉
　
団
治
郎

北
杜
市
須
玉
町
小
尾
字
柳
沢
四
二
七
五

小
沢
　
勝
三
郎

北
杜
市
須
玉
町
小
尾
字
柳
沢
四
二
八
〇

白
倉
　
熊
治
郎

北
杜
市
須
玉
町
東
向
字
下
屋
敷
二
一
七
六
の
一

宮
崎
　
良
作

北
杜
市
須
玉
町
比
志
字
芦
沢
二
七
〇
三

清
水
　
清
隆

北
杜
市
須
玉
町
比
志
字
芦
沢
二
七
〇
四

有
井
　
勇
治
良

北
杜
市
須
玉
町
比
志
字
芦
沢
二
七
〇
五

鷹
左
右
　
つ
や
の
、
鷹
左
右
　
道

弘

北
杜
市
須
玉
町
比
志
字
信
行
寺
四
四
八
一

日
向
　
新
吉

北
杜
市
須
玉
町
比
志
字
信
行
寺
四
五
六
八

小
林
　
円
吉

北
杜
市
須
玉
町
比
志
字
大
野
山
六
四
九
八
の
七
一
七

藤
原
　
利
政

北
杜
市
大
泉
町
西
井
出
字
井
富
六
六
九
九
の
一
、
六
六
九
九
小
宮
山
　
雅
子

の
二
、
六
六
九
九
の
三

北
杜
市
大
泉
町
西
井
出
字
井
富
六
六
七
〇
の
一
、
六
六
七
〇
斉
藤
　
誠

の
七
、
六
六
七
〇
の
八
、
六
六
七
〇
の
九

（二）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

（三）

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

a

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

須
玉
町
東
向
字
下
屋
敷
二
一
七
六
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
以
外
の
部
分
）、
須
玉
町
　

比
志
字
大
野
山
六
四
九
八
の
七
一
七
（
次
の
図
に
示
す
部
分
以
外
の
部
分
）

s

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

d

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

f

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
北
杜
市
役

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

（四）

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
山
梨
県
告
示
第
百
四
十
五
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
甲
府
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

甲
府
市
草
鹿
沢
町
字
机
一
〇
四
の
一
、
一
〇
四
の
二
（
以
上
岡
田
　
亨

二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
）

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

三
六
七



甲
府
市
草
鹿
沢
町
字
土
久
保
一
一
二
三

佐
藤
　
善
三
郎

甲
府
市
草
鹿
沢
町
字
上
ノ
山
一
一
八
三
の
二

岡
田
　
登

甲
府
市
猪
狩
町
字
屋
敷
一
二
四
四

長
田
　
泰
治

甲
府
市
猪
狩
町
字
屋
敷
一
二
四
五
、
字
八
王
子
下
一
二
七
一
長
田
　
房
太
郎

甲
府
市
猪
狩
町
字
八
王
子
下
一
二
六
九

長
田
　
辰
雄

甲
府
市
上
帯
那
町
字
赤
芝
一
二
八
〇
の
二

依
田
　
君
美

甲
府
市
上
帯
那
町
字
穴
口
二
二
四
八
（
次
の
図
に
示
す
部
分
三
上
　
由
之

に
限
る
）

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
甲
府
市
役

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
山
梨
県
告
示
第
百
三
十
八
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
中
央
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
（一）

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

中
央
市
大
鳥
居
字
西
の
沢
五
五
〇
一

中
楯
　
伸
一

中
央
市
大
鳥
居
字
西
の
沢
五
五
二
二
の
二

福
田
　
喜
六

中
央
市
大
鳥
居
字
西
の
沢
五
五
二
五

佐
野
　
禎
彦

中
央
市
大
鳥
居
字
吉
久
入
五
五
六
九

中
楯
　
松
重
郎

中
央
市
大
鳥
居
字
吉
久
入
五
五
九
七
、
字
三
間
頭
五
六
二
一
横
田
　
哲
也

中
央
市
大
鳥
居
字
三
間
頭
五
六
三
八

小
林
　
平
左
ヱ
門

（二）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

（三）

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

a

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

s

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

d

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
中
央
市
役
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。）

（四）

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
山
梨
県
告
示
第
百
四
十
四
号

二
（一）

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

三
六
八



指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

中
央
市
関
原
字
水
上
二
四
六
一

河
野
　
ま
き

中
央
市
関
原
字
水
上
二
四
七
〇

石
原
　
上
豊

（二）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

（三）

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

a

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

s

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
　

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

d

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
中
央
市
役
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。）

（四）

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
山
梨
県
告
示
第
百
四
十
四
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
韮
崎
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
（一）

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

韮
崎
市
穂
坂
町
柳
平
字
牛
原
二
四
八
二

平
賀
　
静

韮
崎
市
穂
坂
町
柳
平
字
牛
原
二
四
八
四

宮
川
　
幸
藏

韮
崎
市
穂
坂
町
柳
平
字
牛
原
二
四
九
三
、
二
五
〇
一
の
一
、
平
賀
　
文
一
郎

二
五
〇
一
の
三
、
二
五
〇
一
の
五
、
二
五
〇
二
の
一
、
二
五

〇
三
の
一
、
二
五
〇
三
の
三
、
二
五
一
一

韮
崎
市
穂
坂
町
柳
平
字
牛
原
二
五
〇
六
の
一
、
二
五
〇
六
の
平
賀
　
久
男
、
平
賀
　
久
徳
、
牧

三

野
　
久
仁
子
、
平
賀
　
久
美
、
小

林
　
あ
き
子

韮
崎
市
穂
坂
町
柳
平
字
発
地
三
〇
〇
二
の
一

平
賀
　
正
道

（二）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

（三）

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

a

主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

s

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

d

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
韮
崎
市
役
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。）

（四）

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
山
梨
県
告
示
第
百
四
十
二
号

二
（一）

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

韮
崎
市
円
野
町
下
円
井
字
二
の
沢
三
二
一
一

細
田
　
象
一

韮
崎
市
円
野
町
下
円
井
字
二
の
沢
三
二
二
一
、
三
二
三
六

細
田
　
芳
太
郎

韮
崎
市
円
野
町
下
円
井
字
二
の
沢
三
二
二
二
、
三
二
三
七
の
玉
井
　
愛
子

一
、
三
二
三
七
の
二
、
三
二
三
九
の
一
、
三
二
三
九
の
二
、

三
二
五
九

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

三
六
九



韮
崎
市
円
野
町
下
円
井
字
二
の
沢
三
二
三
二

山
本
　
泰
次
郎

韮
崎
市
円
野
町
下
円
井
字
二
の
沢
三
二
五
四

中
嶋
　
美
雄

韮
崎
市
円
野
町
下
円
井
字
二
の
沢
三
二
六
〇

内
藤
　
や
す
よ

韮
崎
市
岩
下
字
榧
ノ
木
八
二
二

韮
崎
町
農
業
共
同
組
合

韮
崎
市
神
山
町
鍋
山
字
八
ツ
俣
二
五
三
〇
の
一
、
二
五
三
〇
清
水
　
光
志
を

の
二

韮
崎
市
神
山
町
北
宮
地
字
成
亥
道
一
二
四
二

駒
井
　
わ
た
る

韮
崎
市
神
山
町
北
宮
地
字
成
亥
道
一
二
四
三

岩
本
　
正
和

韮
崎
市
神
山
町
北
宮
地
字
成
亥
道
一
二
四
四
の
一

田
中
　
只
生

韮
崎
市
清
哲
町
青
木
字
山
田
洞
二
八
九
二
の
二
、
二
八
九
二
青
木
組

の
四

（二）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

（三）

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

a

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

韮
崎
市
神
山
町
鍋
山
字
八
ツ
俣
二
五
三
〇
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
以
外
の
部
分
）、

二
五
三
〇
の
二

s

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

d

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

f

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
韮
崎
市
役

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

（四）

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
山
梨
県
告
示
第
百
四
十
二
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
関
係
町
役
場
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
崩
字
三
ツ
石
五
四
六
の
二

佐
野
　
種
治
、
佐
野
　
忠
吉
、
佐

野
　
伝
太
郎
、
佐
野
　
伴
甫
、
佐

野
　
源
一
、
佐
野
　
和
兵
衛
、
佐

野
　
重
孫
、
佐
野
　
重
良
、
佐

野
　
儀
一
、
佐
野
　
佐
吉
、
佐

野
　
米
作
、
佐
野
　
熊
太
郎

南
巨
摩
郡
身
延
町
横
根
中
字
上
の
山
二
二
三
三

長
坂
　
義
守
、
長
坂
　
　
●
吉
、

望
月
　
三
作
、
佐
田
　
廉
五
郎

、
杉
山
　
千
代
吉
、
依
田
　
廉

五
郎

南
巨
摩
郡
身
延
町
横
根
中
字
上
の
山
二
二
三
四
の
一
（
次
の
遠
藤
　
博
陽
、
木
内
　
義
治
、

図
に
示
す
部
分
に
限
る
）

木
内
　
久
安

南
巨
摩
郡
身
延
町
横
根
中
字
上
の
山
二
二
三
四
の
六
、
二
二
木
内
　
久
安
、
千
頭
和
　
照
雄

三
四
の
七

、
清
水
　
文
信
、
木
内
　
昭
一

南
巨
摩
郡
身
延
町
横
根
中
字
上
の
山
二
二
三
五
の
二

遠
藤
　
正
昭

南
巨
摩
郡
身
延
町
横
根
中
字
上
の
山
二
二
三
六
の
二

長
坂
　
●
吉
、
武
田
　
三
一
、

望
月
　
三
作
、
佐
田
　
廉
五
郎

、
杉
山
　
千
代
吉
、
依
田
　
廉

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

三
七
〇



五
郎
、
市
川
　
総
右
エ
門
、
望

月
　
当
徳
、
長
坂
　
吉
三
、
窪

田
　
浦
次
郎

南
巨
摩
郡
身
延
町
椿
草
里
字
大
小
屋
九
五
六

松
野
　
り
の

南
巨
摩
郡
身
延
町
椿
草
里
字
泥
里
八
六
七

松
野
　
国
雄

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
十
谷
字
東
万
治
向
二
三
二
九

㈱
市
川
銀
行

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
崩
字
大
寸
場
五
九
〇
、
六
〇
七
、
字
向
黒
阪
　
し
つ
ゑ

四
四
三

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
崩
字
後
山
六
五
七
、
字
大
寸
場
五
六
一
早
苗
　
清
治

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
崩
字
大
寸
場
五
六
三

長
谷
川
　
周
吉

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法
　

１
　
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
、「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
関
係
町

役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
山
梨
県
告
示
第
百
四
十
一
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
大
月
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

大
月
市
猿
橋
町
猿
橋
字
ウ
シ
ロ
ヤ
二
九
三
八

山
口
　
八
郎

大
月
市
猿
橋
町
猿
橋
字
ウ
シ
ロ
ヤ
二
九
四
六
、
二
九
四
七

知
見
　
康
一
郎

大
月
市
猿
橋
町
猿
橋
字
ウ
シ
ロ
ヤ
二
九
四
八
、
二
九
五
〇
、
川
上
　
喜
彦

二
九
五
一
の
乙
、
二
九
五
四
、
二
九
五
五

大
月
市
猿
橋
町
猿
橋
字
ウ
シ
ロ
ヤ
二
九
六
六

知
見
　
成
徳

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法
　

１
　
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
大
月
市
役
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
山
梨
県
告
示
第
百
三
十
九
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
関
係
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

三
七
一



山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

笛
吹
市
御
坂
町
上
黒
駒
字
砂
久
保
六
一
五
四

堀
内
　
き
み
ゑ

笛
吹
市
御
坂
町
上
黒
駒
字
山
ヶ
洞
入
口
六
二
〇
五
、
六
二
〇
堀
内
　
典
雄

五
の
一

山
梨
市
牧
丘
町
西
保
下
字
大
沢
山
五
九
九
六
の
四
、
五
九
九
戸
田
　
勇
、
戸
田
　
友
信
、
樋
田

六
の
五
、
五
九
九
六
の
八

晃
吉
、
藤
原
　
一
郎
、
奥
山
　

徳
光
、
岡
　
保
、
戸
田
　
愛
信
、

小
池
　
団
次
、
四
條
　
政
次
、
古

明
地
　
源
久
、
古
明
地
　
孝
、
古

明
地
　
寛
、
松
土
　
薫
、
古
明
地

義
村
、
戸
田
　
義
一
、
戸
田
　

政
雄
、
古
屋
　
徳
雄
、
古
屋
　
今

朝
光
、
戸
田
　
満
雄

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法
　

１
　
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
関
係
市
役
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
山
梨
県
告
示
第
百
四
十
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
甲
府
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
（一）

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

甲
府
市
草
鹿
沢
町
字
眠
久
保
一
四
三
七
、
一
四
三
八
、
一
四
岡
田
　
隆

四
一
、
一
四
四
二
、
一
四
四
三

（二）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

（三）

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１
　
立
木
の
伐
採
の
方
法
　

a

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
眠
久
保
一
一
四
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

s

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

d

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
　

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

f

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
甲
府
市
役

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

（四）

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
山
梨
県
告
示
第
百
四
十
三
号

二
（一）

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

甲
府
市
草
鹿
沢
町
字
花
ノ
木
平
一
三
一
一
の
一
一

岡
田
　
秀

甲
府
市
草
鹿
沢
町
字
花
ノ
木
平
一
三
一
一
の
一
二

岡
田
　
博
男

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

三
七
二



甲
府
市
草
鹿
沢
町
字
花
ノ
木
平
一
三
一
一
の
一
三

岡
田
　
清
春

甲
府
市
草
鹿
沢
町
字
花
ノ
木
平
一
三
一
一
の
一
四

岡
田
　
キ
ク
ヨ

甲
府
市
草
鹿
沢
町
字
花
ノ
木
平
一
三
一
一
の
六

山
西
　
政
昭

甲
府
市
竹
日
向
町
字
松
夛
子
一
四
〇
六

千
野
　
カ
ツ
子
、
前
園
　
ひ
と
み

（二）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

（三）

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
　

１
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

a

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
花
ノ
木
平
一
三
一
一
の
一
一
、
一
三
一
一
の
一
二
、
一
三
一
一
の
一
三
、
一
三
一
一
の

一
四
、
字
松
夛
子
一
四
〇
六
（
以
上
五
筆
に
つ
い
て
は
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
）

s

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

d

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

f

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
甲
府
市
役

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

（四）

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
山
梨
県
告
示
第
百
四
十
三
号

'

農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
の
承
認

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
を
次
の
と
お
り
承
認
し
た
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
農
地
保
有
合
理
化
事
業
を
行
う
者
の
名
称

財
団
法
人
山
梨
県
農
業
振
興
公
社

二
　
農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
実
施
地
域

山
梨
県
に
お
け
る
農
業
振
興
地
域
（
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法

律
第
五
十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
）

三
　
農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
種
類

１
　
農
地
売
買
等
事
業

２
　
農
地
売
渡
信
託
等
事
業

３
　
農
地
貸
付
信
託
事
業

４
　
農
業
生
産
法
人
出
資
育
成
事
業

５
　
研
修
等
事
業

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
五
月
五
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
応
地
研
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
北
杜
市
大
泉
町
谷
戸
千
八
百
七
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
平
井
弘
義

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
―
一
七
）
第
六
八
四
一
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
及
び
建
築
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
四
月
七
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
五
月
五
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
渡
淳
鐵
工
所

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
富
士
吉
田
市
新
倉
千
四
百
四
十
五
番
地
三

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
渡
邊
淳
一

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

三
七
三



三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
九
）
第
七
七
二
一
号

四
　
処
分
の
内
容
　
鋼
構
造
物
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
四
月
七
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
五
月
六
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
山
梨
日
立

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
上
今
井
町
七
百
五
十
三
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
鹿
志
村
致
知

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
―
二
一
）
第
二
一
六
〇
号

四
　
処
分
の
内
容
　
電
気
工
事
業
、
管
工
事
業
、
機
械
器
具
設
置
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係

る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
三
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
五
月
六
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
雨
宮
実
業

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
中
央
市
臼
井
阿
原
千
五
十
四
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
雨
宮
博

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
八
）
第
七
〇
九
七
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工

事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
六
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
五
月
十
六
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
甲
信
建
設
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
州
市
勝
沼
町
菱
山
千
六
十
三
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
三
森
一

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
―
一
七
）
第
一
〇
〇
三
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工

事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
一
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
五
月
十
六
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
中
芳
電
気

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
国
母
五
丁
目
十
五
番
七
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
中
村
芳
文

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
二
〇
）
第
七
九
三
三
号

四
　
処
分
の
内
容
　
電
気
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

三
七
四



'
建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
五
月
十
七
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
フ
ュ
ー
チ
ャ
ー

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
川
田
町
九
百
三
十
四
番
地
一
サ
ン
コ
ー
レ
甲
運
六
一
七
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
天
川
淳
一
朗

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
八
）
第
九
〇
六
五
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
及
び
塗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
五
月
十
二
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
五
月
十
七
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
佐
野
建
鉄

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
中
巨
摩
郡
昭
和
町
築
地
新
居
千
六
百
八
十
三
番
地
五

３
　
破
産
管
財
人
の
氏
名
　
平
野
剛
　

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
九
）
第
四
七
六
六
号

四
　
処
分
の
内
容
　
鋼
構
造
物
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
五
月
十
一
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
三
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
滝
口
建
築

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
富
士
吉
田
市
上
暮
地
五
丁
目
三
番
十
八
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
滝
口
利
一

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
七
）
第
二
五
五
五
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
及
び
大
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
六
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
五
月
三
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
ミ
ヤ
通
信
工
業
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
上
野
原
市
上
野
原
八
千
百
五
十
四
番
地
三
十
六

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
宮
田
千
治

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
七
）
第
八
九
〇
八
号

四
　
処
分
の
内
容
　
電
気
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'
建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
五
月
三
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
深
澤
工
務
所

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

三
七
五



２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
相
生
二
丁
目
七
番
三
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
深
沢
克
吉

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
九
）
第
一
三
一
六
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
石
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設

工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
四
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
五
月
三
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
ト
ー
シ
ョ
ー

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
斐
市
万
才
百
五
十
五
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
飯
塚
剛
仁

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
二
〇
）
第
七
九
七
一
号

四
　
処
分
の
内
容
　
石
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の

許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
四
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
五
月
三
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
住
吉
興
業

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
住
吉
四
丁
目
五
番
五
号

３
　
清
算
人
の
氏
名
　
藤
巻
敬
一

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
―
一
九
）
第
四
七
三
八
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工

事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の

取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
六
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
五
月
三
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
日
盛
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
山
梨
市
小
原
東
九
百
七
十
七
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
古
屋
理
恵
子

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
七
）
第
二
三
二
七
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
及
び
鋼
構
造
物
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
六
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
二
年
六
月
四
日
付
け
で
甲
府
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を

終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
公
共
測
量
（
現
地
測
量
を
含
む
都
市
計
画
図
の
作
成
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
甲
府
市
全
域

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

三
七
六



に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
央
市
乙
黒
字
今
川
六
二
一
、
六
二
二
、
六
二
三
、
六
二
四
、
六
二
五
の
一
及
び
六
二
五
の
二
の

一
部
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

中
央
市
乙
黒
六
百
二
十
四
　
宗
教
法
人
蓮
華
寺
　
代
表
役
員
　
泉
　
玄
洋

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

南
都
留
郡
山
中
湖
村
平
野
字
池
畑
二
四
一
五
の
五
、
二
四
一
六
の
一
、
二
四
一
六
の
六
、
二
四
二

〇
の
一
、
二
四
二
〇
の
二
、
二
四
二
〇
の
三
、
二
四
二
〇
の
四
、
二
四
二
七
の
一
及
び
二
四
二
七
の

三
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
港
区
元
麻
布
三
丁
目
四
番
四
十
一
号
　
株
式
会
社
シ
ー
エ
イ
チ
ア
イ
　
代
表
取
締
役
　
露

崎
　
強

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

富
士
吉
田
市
上
吉
田
字
唐
松
入
四
八
七
八
の
一
及
び
四
八
七
八
の
二
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
本
町
三
丁
目
四
番
八
号
　
岩
谷
産
業
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
牧
野

明
次

'

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

南
都
留
郡
鳴
沢
村
字
炭
焼
塚
五
一
二
一
の
一
、
五
一
二
一
の
二
、
五
一
二
一
の
三
、
五
一
二
一
の

四
、
五
一
二
一
の
五
、
五
一
二
一
の
六
、
五
一
二
一
の
七
、
五
一
二
一
の
八
、
五
一
二
一
の
九
、
五

一
二
一
の
一
〇
、
五
一
二
一
の
一
一
、
五
一
二
一
の
一
二
、
五
一
二
一
の
一
三
、
五
一
二
一
の
一
四
、

五
一
二
一
の
一
五
、
五
一
二
一
の
一
六
、
五
一
二
一
の
一
七
、
五
一
二
一
の
一
八
、
五
一
二
一
の
一

九
、
五
一
二
一
の
二
〇
、
五
一
二
一
の
二
一
、
五
一
二
一
の
二
二
、
五
一
二
一
の
二
三
、
五
一
二
一

の
二
四
、
五
一
二
一
の
二
五
、
五
一
二
一
の
二
六
、
五
一
二
一
の
二
七
、
五
一
二
一
の
二
八
、
五
一

二
一
の
二
九
、
五
一
二
一
の
三
〇
、
五
一
二
一
の
三
一
、
五
一
二
一
の
三
二
、
五
一
二
一
の
三
三
、

五
一
二
一
の
三
四
、
五
一
二
一
の
三
五
、
五
一
二
一
の
三
六
、
五
一
二
一
の
三
七
及
び
五
一
二
一
の

三
八
の
区
域
　
　

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
路
　
公
園
　
　
　
　
次
の
図
の
と
お
り

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
及
び
鳴
沢
村

役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

南
都
留
郡
鳴
沢
村
字
富
士
山
八
千
五
百
四
十
五
番
地
六
　
富
士
観
光
開
発
株
式
会
社
　
代
表
取
締

役
　
志
村
　
和
也

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

三
七
七



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

三
七
八


